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外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行

規則の一部を改正する省令の公布について

標記にういて、JlIJ添通知を各都道府県知事あて発出したので御了知いただき

ますようお願いいたします。
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外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の

一部を改正する省令等について(通知)

外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則

の一部を改正する省令(平成 23年厚生労働省令第 16号。以下『改正省令Jという。)

が別紙のとおり公布され、平成 23年4月 1日から施行されることとなったところであ

り、また、臨床修練制度の運用及び審査期間の見直しを併せて行うこととしたところで

ある。

貴職におかれては、下記の事項について御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、

医療機関等へ周知方願いたい。

殿各都道府県知事

記

改正省令等の趣旨

「規制・制度改革に係る対処方針J(平成 22年 6月 18日閣議決定)及び「新成長

戦略実現に向けた3段構えの経済対策J(平成 22年 9月 10日閣議決定)において、

医師・看護師の臨床修練制度の活用を促進するため、手続の簡素化を図る観点から制

度・運用の見直しを行うこととされた。
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これを受けて、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関す

る法律施行規則J(昭和 62年厚生省令第 47号。以下「規則」という。)を改正し、臨

床修練の許可申請書に添付することとされている書類(以下「添付書類」という。)

を簡素化するとともに、臨床修練の許可申請書の様式を見直すこととした。また、臨

床修練の許可に係る運用を見直すとともに、臨床修練の許可並びに臨床修練指導医、

臨床修練指導歯科医及び臨床修練指導者の認定の処理期間を短縮することとした。

第二改正省令の内容

1 以下に掲げる書類について、添付書類から除外したこと。(規則第4条第2項)

(y) 臨床修練を終えた後、外国において診療等に従事することを証する書類

(イ) 外国で、免許の取消し等の処分を受け、その資格に係る業務を行うことがで

きない者等に該当しない旨を申述する書類

(ウ) 日本圏内で、資格に係る業務に関する犯罪又は不正の行為があった者等に該

当しない旨を申述する書類

2 添付書類のうち、外国において医師等lこ相当する資格を有することを証する書面

について、原本ではなく写しを添付することとしたこと。(規則第 4条第 2項第 3

号)

3 添付書類のうち、一定の事項を記載した診断書について、日本の医師によるもの

のみならず、外国の医師(申請者本人を除く。)によるものであっても差し支えな

いこととしたこと。(規則第4条第2項第7号)

4 臨床修練の許可申請書について、 1に掲げる事項に関する申述欄を設けることと

したこと。(規則様式第 1号)

第三 『行政手続j去の施行に伴う審査基準等の設定についてJの一部改正

「行政手続j去の施行に{半う審査基準等の設定についてJ(平成 6年 10月 31日付け

健政発第 782号)の別添2中「外国医師又は外国歯科医師の臨床修練」を「外国医師

等の臨床修練」に改め、別添2の別表第9中「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床

修練に係る医師法第 17条及び歯科医師法第 17条の特例等に関する法律Jを「外国医

師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律j に、「外国医師

文は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医飾法第 17条の特例

等に関する法律施行規則」を「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の

特例等に関する法律施行規則IlJに、「二月Jを「一月Jに改めること。

第四 臨床修練の許可に係る運用の見直し

1 臨床修練の許可については、許可申請者の入国後に、許可申請書及びその添付書

類を厚生労働大臣に提出することによって申請しなければならないこととしてい
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るが、今般、許可申請書及びその添付書類(旅券、外国人登録証明書その他の身分

を証する書類の写し(以下「旅券等」という。)を除く。)については、許可申請者

の入国前に、厚生労働大臣に提出することとして差し支えないこととしたこと。な

お、旅券等については、許可申請者の入国後に、厚生労働大臣に提出しなければな

らないことに留意すること。

2 以下の要件を満たす場合には、許可申請者の入園田の翌日(入国日が(7)の入国

予定日より早まった場合にあっては入国予定日)から起算して 5日以内(行政機関

の休日については、日数として計算しない。)に、臨床修練の許可を行うこととし

たこと。

(7) 入国予定日の 15日前までに、許可申請書及びその添付書類(旅券等を除く。)

及び在留資格認定証明書の写しについて、郵送により厚生労働省に提出されてい

ること(入国予定日の15目前までに厚生労働省に到達じていることを要する。)。

(イ) 入園田の当日中に、旅券等について、メール又はファクシミリにより厚生労

働省に提出されていること。

(ウ) 許可申請書及びその添付書類に不備等が認められないこと。

(工) 許可申請書及びその添付書類の内容を審査した上で、臨床修練の許可を与え

て差し支えないものと認められること。

第五施行期目等

1 改正省令については、平成23年4月 1日から施行することとしたこと。ただし、

改正省令の施行の際現にある様式については、当分の問、これを取り繕って使用す

ることカfできることとしたこと。

2 第三及び第四に関する取扱いについては、平成23年4月 15日かち適用すること

としTここと。
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必
定
し
た
の
で
、
同
弟
姉
凹
瓜
の
則
定
に
よ
り
、
次
回
と
お
り
告
示
す
る
.

平

成

二

卜

三

年

二

月

十

日

公

正

山

引

香

m
H全
盛
民
民
竹
山
間
-
彦

間
山
町
官
庁
民
自
侃
制
約
彦

一
別
表
の
「
申
訓
古
」
剛
山
峨
の
公
正
胤
引
協
純
金
時
の
中
山
川
に
師
る
同
点
の
「
出
約
」
附
記
岐
の
則
約
の
一
郎
変

則
へ
を
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
一
日
付
け
で
雌
定
し
た
.

二

周

約

に

Mmる
明
推
由
同
州
知

別
表
の
「
明
治
の
舶
畑
山
」
附
阿
川
刊
の
と
お
り
。

三
胤
約
の
変
児
内
山
廿

別
記
の
と
お
り
変
型
す
る
.

四
山
公
正
の
山
由

別
表
白
「
胤
約
」
刷
出
械
の
腕
約
の
一
郎
先
川
市
の
内
協
を
検
附
し
た
鮎
川
町
出
松
山
刷
約
の
一
郎
食
児
は
、
そ
れ
ぞ

れ
不
当
府
品
加
及
び
不
当
主
示
防
止
法
第
」
l

一
弟
姉
二
割
骨
月
白
川
帥
定
腿
仲
に
適
合
す
る
と
必
め
ら
れ
る
，

別忠商

3ト日宮木JI出日平成 23年 2月 10日
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ピヱ
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
焔
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
(
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
七
号
)
(
抄
)

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

2 第
六|= ， 二| 一 条四(

)削除 イー1者がる 姉医 れそぞ 許可 五1有する でまに 外国 )削除 (略 項前の ( 許可の

( 成作自ら 中日れイの(略こと掲1平おに 昔申)|略詰申

11俗 す当か請申 をりるい 番同 手結

し 喜喜す 一ら係に 証す俸資て には 等
た まる 書面る (師医 、、 改
もで次 以若 l 次
のにの 下し に

除を 者E を 定めイか 写の dはくj，子 掲げ

く司る王一ら し科問 る 正

) 項をでま 」師医 事を
。記 γ と又 添 | 
)松掲いは え | 
のしげ う法 な 案
診たる 第 け

断書師医協資 )に条。ー古 れば

(雨;1~外の 十山日用凹 な

項国分区 ず'=1号 なら

iこに lこ る/、 し、

規お応 資格を か、定いじ ら
すて、 ヨ

2 第
八 七 | 凹 ニ | 二 一 四

ロイそイ そ 1 を絡ら fIIi条許

人第四JI れ Wfl ¥ れ許六 有外にヨ 項 可
ぞ可 ぞ 可 す国係ま のの

助昨 |日哀月lれの れの(佃Z るにるで 略) 告書E白|ヨ |略司王
師 又イ巾 イ fj'l 1附 こお業 蝿げ ~l!f 

号 か請 か!吉jlf とい務 手
看護Il市 該当 、は府らに)略 らに をてに に 続

科間 ハ係 ニ係 蔽 |若|1亙市 従る は等
阪ま る まる す司王資た 、 現

し 11ijiで 次 で次 るす絡後次
l科衛生歯 な 定 の 定 の 書し る( にい法イ イ 凶くこ以外掲

者第めか めか はと T因げ

士であ条事るハら 司項をる王 一ら 1科射証を 看説|等叩 お 書類をる
る 第 項ま ま 医すい

理旨をで で 師るて

療ナ士A法4 項第す証 lζ 載記に 又は類主主」診療 添え

る掲げ し掲げ 看護|右平12市1公z と又な 行及号寄耐出る た血る いは れけ

療業法作 び 格H 師医協且 う。法第 ば
第の のの に)ーな l 

一区 診1-1:[; 分区 相山に第条なD 

士 号並 分に 間書l に すゴ 相山四 い

び応 応 格資る す'=1号
視にじ じ るハ
能第 、 、 資か



4 3 
七

1
九
(
略
)

(
略
)

臨
床
修
練
外
国
医
師
若
し
く
は
臨
床
修
練
外
国
歯
科
医
師
又
は
臨
床
修
練
外
国

看
護
師
等
(
以
下
「
臨
床
修
練
外
国
医
師
等
」
と
い
う
。
)
は
、
臨
床
修
練
計

画
舎
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
変
更
後
の
臨
床
修

練
に
係
る
第
二
項
第
八
号
の
承
諾
書
を
添
え
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
削
除
V

訓
練
士
、
臨
床
工
学
技
士
、
義
肢
装
具
士
、
言
担
問
臆
党
士
又
は
救
急
救
命
士

法
第
三
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
項
第
二
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

回
日

ハ
診
療
放
射
線
技
師
、
歯
科
技
工
士
又
は
臨
床
検
査
技
師
法
第
三
条
第
三

項
第
二
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
旨

九
許
可
の
申
識
に
係
る
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
資
格
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項
に
係
る
申
述
書

イ
医
師
又
は
歯
科
阪
師
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
並
び
に
罰
金
以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
そ
の
他
医
事
に
関
し
犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
の
あ
っ

た
者
で
な
い
旨

ロ
助
産
師
、
看
談
師
、
歯
科
衛
生
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
視
能

訓
練
士
、
臨
床
工
学
技
士
、
義
政
装
具
士
、
一
一
一
一
面
一
語
聴
覚
士
又
は
救
急
救
命
士

罰
金
以
上
の
川
に
処
せ
ら
れ
た
者
そ
の
他
当
該
資
協
に
係
る
業
務
に
関
し

犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
の
あ
っ
た
者
で
な
い
旨

ハ
診
療
放
射
線
技
師
、
歯
科
技
工
士
又
は
臨
床
検
査
技
師
当
該
資
絡
に
係

る
業
務
に
闘
し
犯
罪
又
は
不
正
の
行
為
の
あ
っ
た
者
で
な
い
旨

十
1
十
一
一
(
略
)

3

(

略
)

4

臨
床
修
練
外
国
医
師
若
し
く
は
臨
床
修
練
外
国
歯
科
医
師
又
は
臨
床
修
練
外
国

看
護
師
等
(
以
下
「
臨
床
修
練
外
国
区
師
等
」
と
い
う
。
)
は
、
臨
床
修
練
計
図

書
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
変
更
後
の
臨
床
修
練
に

係
る
第
二
項
第
十
-
号
の
承
諾
書
を
添
え
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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Z貝イす

t 
様式第一号(第四条関係)

zkE4全〈一

臨床修練許可申請書

APPLICATION FOR PE且MISSIONFOR AD町ANCEDCLINICAL TRAINING 

外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等申特例等に関する法律第 3条

第 l項に基づき、関係書類を添えて臨床修練り許可を申請します.

Under the provisions Qf Article 3， Paragraph 1 of the Law concerning .the 

Exceptional Cases of the Medical Prac出 ioners' Act， ArticJe 17， on the 

Advanced Clinical Training 0[" Foreign' Medical Practitioners; 1 hereby apply 

for permissjo川 for advanced clinical training， and submit th~ necessary 

documents 

|国籍 I出生地
Nationality I I Pla目 of8irth I 

日本における居住地
、c/。 方Present Address in ]apan 

電話番号 TEL. Ih 

〈原語〕
(in Original Letters) 

民 名
(ローマ宇}

Name 
Cjn RロmanL'ellers) (L白。 (First) (MiddJe) 

(カタカナ)
(in Japancsc Katakana) (Last) CFirst) (Middle) 

D
〔
日
法
A
五
三
四
五
〕
@

15J1 31e国土|
生年月日
Dale of Birth 

理解L.使用する能力
を有する外国富
Foreign Languagcs 
which YOU can 
undcrstand and usc 

〈平19厚労令25 全il!l

収入印抵欄

rcvenue slamp 

年、月
Year Month 

来詳函fffl:号

lJ. n 収 入 印 杭 欄

pholo rl' ~'cnUt. slol回"
40l!lllX30闇 ※野可年月日

臨床修事11 許 可 申訂i 書

AI'円 ICATIOX FOH PER.¥IISSlOl¥ FO田 AOVAl¥:CI!1J CLlKICAI. TRAIl¥Il¥G 

原生労働大m 殿

T日 UinLs'tcrnf IIc日1 th. 1.:I!Jnur剖 ，d恥 Ifarc 

外国医師寺予が行フ臨時低利'に係る医師法前17条存の特例等に聞する法館市"条市 uliに息づき、聞係お額を添えて臨床修曲目詩
百Iを'I'JfIしま寸.
Undcl" 111日fl¥"ol'ision百件rAnidl! J， [';I¥"叫同phlof1h日b間四nccrni叫 tlwE.~ccrlt iona I Cas日sof th~. Ilcdic:d Pract i t i白ncrs

Act， '¥1"1 idc 17. on Ihc Ad¥"anccu口inic;11Tr.JIninl: of Forcil:n U凹 lic日1f'r;lct.ilioncrs，川町rchy叩plyfor pc同 issionfor 
臼d¥":wccuclinic:tl trainin品目nd"~uuCl i t tlw n町田副rydoc山叩t5"

国府 生年月日 'p 月 ロ

N"tI口nality [.IlltC of uil"th rcar Uonth ...， 

IJjtJ斤'1，記

in thc nril:in<ll Icttcl"S 

11:名 持J斤1<J己

Naml! In En$:l ish 

日本語1<記[プ'19力十]

in .11叩am's~' I¥at;，kana 

性別/日目 日開/U<lh， 口女/FI!回1"

III生地/1)1;，日目白rhinh 

ド国における限付地

11町田l' t"'t"n/cit¥" 

日本における居住地

，¥ddrl!S5 in jap;1I1 

世話市号/TclL'phoncNn 

口柿国/lIcturn10 your count" 

動蹄7・定先/Intcndcdpl日Cco[凹，k

臨時時制終了後山"'I::

/'Ian5 ，，[t<1l" thc adl';mccd clinical trainin日

口そ山他/olhL'rs

写真

phOlO 

第
四
十
五
福

厚
生

外
国
医
師
等.' 行
う
臨
床
修
練

係
る
医
師

き
七
条
等。
特
例
等

関
す
る
法
律
施

Z 
sij 

二
五
七

日
D，y 



第
四
十
五
宿

〔
外
国
医
節
等
が
行
5
臨
床
修
糠
に
係
る
医
師
法
第
十
也
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
〉

五
八

‘' 

C賢1os梧uonbをttrya取BRwe得hdeし"た井園L阻田巴園名 資(原格語Nの)a名(mln称e oori 18t1hme l LLIceetntecre s) 
外国医師 (L歯護"科師'n医等"師)。賢f看格

the Ltcence 
Is obtained 

FMロerdeiigcanl Practitio n Er 

D資a格t，をw厩h，得nしthたe年Li月"日nO' 
(カタカナ〕

N(uD目E的nlal Prac:titiロner. in )apanese Katakana) 
Is obta.ined 

厚生労働大臣 殿

To・Ministerof Health， Labour and Welfare 

年月日

Year Month Day 

署名

Signature 

〔注意) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A?lJ4番とすること.

(Remarks) Use the paper of Japan Industry-Size A 4 

2 ※印の欄には、記入Lないこと.

Column with ※sign is for official use only 

3 該当する不動文字をOで囲むこと.

Encircle the. fixed letlers 

4 黒ポーノレベンを用い、かい笹又はブロ γ タ体ではっきり記入する

こと.

Write c1early in block letters with ball*point pen 

5 収入印紙には、消印をしないこと.

Don't seal the revenue stamp. 

6.指示白ない欄は日本語又は英語で記入すること E

Fill in Japanese .or Eng!ish except in indi.cated c:ases 

CDate) 

D
〔
日
法
八
五
三
回
・
五
〕
@

資~Z'If~f!J した外国の国名

【:町untry_hl'rc th日 liccn:lcis白blaIlwll

資格を取れ}した年月 n Zド n Il 
外国医師1IlH!医師・市電師等}

Vntc wlwn thc I iccn::日 isobt;lIncd rCill' M山，" Vay 
資総

開J耐Z記
FOI"l'it:n 1 Ict.'l1se 01' 

il1 thc oriJ:;in.d Icltcrs 
I盲 目licalIlrllctitioJlcr 

官僚の名体 9'fJ時点記
(dcnlal fJnlctilIlll1cr' nur:;l'J 

N祖国l'of tlw 1 ic..ns .. in El1，Id ish 

日本語表記(カタカナ)

in JolPiln .. s.. !¥alilkiUL1I 

臨床持制iでm~ もる"'市長，Wî-
日日本語/J"fJ.1n..s.. 口~J/i/En..t i:; h

t.an~山Ig'cS ...hiιh yOIl USI! 

口その他山;:i-Jli/ot]WI"].111剛 a..t' ( 

ill thl' h口Sllit日l

，;~fl~能iを且人又I:t能保f主人てーあることのmき ロ11:L./.No 

，.. 川lull町 Irdor .¥ p凹・sonundl'r cur;11ロrship 口;ti:，IJ/Y..S

口なし/No

問金IJ，J:山刑に処せられたことの1'LI!I:': 口あり/Y出

日本同及日外国において
ドinl'Ul・ 5I'¥'..r巴1" f1unI!;h阻l'nt 具体的内容/1II'lails

欠格-1J:11!に持当しなb、行(/)111;&

口なし/No
lIl'clarlllion Ihal 川lJ11ic日nlh且日

医揖停止寺山行政処分合受けたことのH里 口あり /¥'1'5
l10t CO!llI' und..r I!I羽目ndsr白r

I io.:../1s.. susf1l!nsioll 具体的内容/lIctails
disqualific刊tion

i 11 Jnpnn 01' OVel'smls 
口なし/1'0

匝'1<にì1l1 し、lI!~!又は不正の行為を行ったことの lí摂 口あり /rl'5

Criminal l'山 Jrdscono.:"l'rdn.. medical affairs 具体的内等/Pcwils

以 t由記根内務は司JÇ;~と相違ありません回

I hcr巴hydcc¥;ll"c L1ml thc slaLcmtmt !;iv巴" n"口vci:> ll'uc and Cロn官 ct.

f手 1) 口

¥'eilr M叫】，h

"" 
{注 芭) 1. JJJ祇由大きさr:t， f] 4~工~脱路 AýlJ4 許とすることp

{Rc回 rksl lfsl' the 1"申l'rof Jaf1ill1 IndU!'.try Sizl' A-I 

2. ::f印の捕にr:t.記入しないこと E

Col .. 副 首ith誕百1問 isfor ofrid司t，即時111y. 

:1. mポールベンをHll¥かL‘書又はプ口ック11'て'はっきり記入すること酢

官dtt，clc;lrly in block Il'ttl'rs官 ithholll f1l1int ]1l'11. 

ι 収入印紙には司消印を Ltt.~ ‘こと偶

IJun't 出町dIhl' rl'¥'l'nUl' sta回p.
5. 指示のなt、聞は日本語又は英語で記入すること，

Pill in jalli1I¥l'Sl'ロr白明lishl' ~c t'J1 1 in imljcill..d l'a5日E


